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役員報酬の減額に関するお知らせ 

 

 

 当社は、近年の経営成績が厳しい状況で推移していること及び 2022 年３月期の配当予想につき上場来初め

ての減配（記念配当の減少を除く）となる 1 株当たり 100 円とさせていただくことなどに鑑み、経営上の責

任を明確にするとともに、今後の業績回復に努めるため、下記のとおり取締役及び執行役員の報酬減額を行

うことを本日の取締役会にて決議いたしましたのでお知らせいたします。また、一部の監査役より、報酬減

額の申し入れがあり、受け入れることといたしましたので、あわせてお知らせいたします。 

なお、減額の対象期間につきましては、取締役、監査役、執行役員それぞれの任期に応じて下記のとおり

といたします。 

 

記 

 

1. 役員報酬減額の対象者及び内容 

 

 

代表取締役ＣＥＯ 

 

 

年額報酬の 50％を減額 

 

その他の取締役（社外取締役を除く） 

申し入れがあった監査役 

執行役員（2021 年４月からの新任者を除く） 

 

役位に応じて年額報酬の 5～50％を減額 

 

2. 対象期間 

 

取締役・監査役 ：2021 年７月から 2022 年６月まで（1年間） 

 

執行役員  ：2021 年４月から 2022 年３月まで（1年間） 

 

以 上 


